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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 平成16年５月20日付で、株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。なお、第16期中及

び第16期の１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、

期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 

３ 平成18年１月20日付で、株式１株につき４株の割合をもって株式分割を行っております。なお、第17期中の

１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額は、当該株式分割前の株式数によ

り計算しております。 

４ 従業員数の［ ］内は外書きで準社員を示しており、パートタイマー及び派遣社員は除いております。 

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 （千円） 3,336,811 4,125,624 4,865,931 6,933,695 8,963,331 

経常利益 （千円） 218,223 269,807 148,973 457,151 637,249 

中間（当期）純利益 （千円） 122,155 154,198 86,220 258,843 371,769 

純資産額 （千円） 1,167,558 1,486,849 1,726,720 1,401,370 1,705,741 

総資産額 （千円） 1,801,626 2,338,909 2,709,430 2,272,521 2,829,562 

１株当たり純資産額 （円） 38,150.52 42,053.72 12,163.86 39,734.94 12,039.41 

１株当たり中間（当期）純

利益金額 
（円） 4,057.37 4,366.79 608.19 7,994.34 2,629.67 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） 3,479.12 4,348.91 605.89 7,341.07 2,616.09 

自己資本比率 （％） 64.8 63.6 63.7 61.7 60.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 121,387 113,393 58,208 328,317 342,045 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △31,739 △25,122 △30,549 △64,354 △101,926 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △29,857 △84,042 △62,887 42,804 △92,171 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） 831,663 1,082,868 1,191,357 1,078,639 1,226,586 

従業員数 （名） 
104 

[32] 

131 

[40] 

137 

[46] 

122 

[35] 

127 

[55] 



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 平成16年５月20日付で、株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。なお、第16期中及

び第16期の１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、

期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 

３ 平成18年１月20日付で、株式１株につき４株の割合をもって株式分割を行っております。なお、第17期中の

１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額は、当該株式分割前の株式数によ

り計算しております。 

４ 従業員数の［ ］内は外書きで準社員を示しており、パートタイマー及び派遣社員は除いております。 

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

売上高 （千円） 2,598,671 3,290,454 3,882,692 5,380,231 7,294,737 

経常利益 （千円） 165,493 219,942 109,292 339,896 524,017 

中間（当期）純利益 （千円） 90,527 127,083 65,687 189,694 308,698 

資本金 （千円） 345,139 394,579 406,970 393,672 395,240 

発行済株式総数 （株） 32,243.91 36,995.89 148,515.00 36,907.89 148,239.56 

純資産額 （千円） 1,025,888 1,280,544 1,463,925 1,222,179 1,463,479 

総資産額 （千円） 1,518,129 1,965,290 2,224,552 1,926,313 2,416,562 

１株当たり純資産額 （円） 33,521.38 36,218.61 10,312.60 34,654.09 10,329.48 

１株当たり中間（当期）純

利益金額 
（円） 3,006.85 3,598.92 463.35 5,858.69 2,183.55 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） 2,578.32 3,584.19 461.60 5,379.94 2,172.27 

１株当たり配当額 （円） － － － 2,000.00 625.00 

自己資本比率 （％） 67.6 65.2 65.8 63.4 60.6 

従業員数 （名） 
87 

[29] 

114 

[37] 

121 

[40] 

104 

[31] 

109 

[49] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当企業集団が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関

係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、当企業集団から当企業集団外への出向者を除き、当企業集団外から当企業集団への出向者を含

む就業人員数であります。 

２ 従業員数の［ ］内は外書きで準社員を示しており、パートタイマー及び派遣社員は除いております。 

３ 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数の［ ］内は外書きで準社員を示しており、パートタイマー及び派遣社員は除いております。 

３ 従業員数が前期末に比べ12名増加しておりますが、その主な理由は新卒採用及び事業所展開に係る新規採用

によるものであります。 

(3) 労働組合の状況 

 当企業集団においては、労働組合は組織されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

アウトソーシング事業 109  [38] 

人材派遣事業 7  [４] 

全社（共通） 21 [４] 

合計 137 [46] 

  平成18年９月30日現在

従業員数（名） 121 [40] 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当企業集団の主要マーケットである移動体通信業界は、第３世代携帯比率が前年44.0％から62.0％と堅調に推移

し、平成18年９月の携帯電話契約数は対前年比5.3％増の9,381万件＊１に達しました。また、携帯電話向け地上波

デジタル放送（ワンセグ放送）の開始や携帯事業者の新規参入、平成18年10月24日に導入された番号ポータビリテ

ィ制導入により、移動体通信各社のシェア争いが一層激化する状況にありました。また、デジタル家電業界におい

ては、総務省公表の「ブロードバンド契約者数」の推移から順調に利用者が増加し、平成18年３月末にインターネ

ット接続サービスの契約数が3,144万人＊２に達する中、ブロードバンド関連の需要が順調に推移したことに加え、

新商品の投入等によりその他の商材の需要が堅調に推移しました。 

 クレジットカード業界においては、ショッピング取扱高（新規供与額）が平成５年から平成15年までの10年間で

年平均10％強の成長率で推移（消費者信用統計ベース）しており、安定高成長である一方、競合状況は上位10企業

のシェアの合算が、市場の約8割弱と寡占状態が強まっており、また合従連衡等により業界の序列が変貌する中、

競争は極めて厳しいとの推測も出されています。＊３ 

 こうした状況のもと全国のモバイル分野、デジタル分野、金融分野及び新規分野はそれぞれ順調に推移した結

果、前年同期と比較し増収となりましたが、モバイル常勤分野における競争の激化と、大型キャンペーンの獲得不

足の影響により、特に関東圏の売上高が伸び悩みました。 

 また、利益率の高い大型キャンペーンの減少と利益率の低い特定クライアント案件の売上構成比向上による影響

により売上総利益率が低下し、販管費率が上昇しました。その影響で前年同期と比較し、経常利益、中間純利益共

に減益となりました。 

 これらの結果、当中間期における連結売上高は4,865百万円（前年同期比17.9％増）となりました。 

 また、連結経常利益は、148百万円（前年同期比44.8％減）、連結中間純利益は、86百万円（前年同期比44.1％

減）となりました。 

（注）＊１出典：社団法人 電気通信事業者協会「携帯電話/IP接続サービス/PHS/無線呼出し契約数」をもとに算出

 

＊２出典：総務省「ブロードバンドサービス等の契約者数（平成18年６月末）」（平成18年９月11日付最新デー
タ）をもとに算出 

＊３出典：月間消費者信用「特集：2010年のクレジットカード市場」(2004年12月号)より抜粋 

Ａ．事業の種類別セグメントの業績 

(1) 業態別 

① アウトソーシング事業 

 アウトソーシング事業では、関東圏の売上高が伸び悩んだものの、全国事業所の需要が引き続き旺盛であ

ったため、モバイル分野、デジタル分野、金融分野及び新規分野において売上高は堅調に推移しました。一

方、利益については利益率の高いキャンペーン需要が伸びなかったことに加え、利益率の低い特定クライア

ント案件の売上高構成比が向上したことで、売上総利益率が低下しました。この結果、当中間期における売

上高は3,994百万円（前年同期比13.3％増）となり、営業利益は、190百万円（前年同期比38.4％減）となり

ました。 

② 人材派遣事業 

 人材派遣事業では、携帯電話キャリアショップ等専売店向けのスタッフ派遣が順調に推移したことに加

え、金融顧客（クレジットカード加入促進業務向け労働者派遣）の需要が旺盛であった結果、当中間期にお

ける売上高は871百万円（前年同期比45.2％増）となり、営業利益は、40百万円（前年同期比120.0％増）と

なりました。 

(2) 地域別 

① 関東圏＊１ 

 関東圏での需要獲得並びにスタッフ採用の効率化を図るべく、前期に宇都宮事業所、高崎事業所、新潟事

業所を開設し、関東圏の全エリアに対応可能な組織を構築しましたが、モバイル分野の常勤市場における競

争激化やデジタル分野及び金融分野における大型キャンペーンの獲得不足が影響した結果、当中間期におけ

る売上高は2,905百万円（前年同期比5.4％増）となりました。 



② 全国＊２ 

 全国では、前期新たに開設しました盛岡事業所、北陸事業所が貢献したことに加え、既存全国事業所の需

要も順調に推移し、特にモバイル分野及び金融分野が大幅に伸張した結果、当中間期における売上高は

1,960百万円（前年同期比43.3％増）となりました。 

(3) 顧客業界別 

① モバイル＊３ 

 モバイル分野では、番号ポータビリティ制度の導入を控え、各キャリア共、新サービスメニューや新端末

の投入に注力する等、活発な市場競争下にあり、当社をはじめとする営業支援企業や人材派遣企業間におい

て、競争環境が激化したことにより、関東圏のモバイル分野の売上高が伸び悩んだものの、一方で全国のモ

バイル分野は順調に売上高が推移した結果、当中間期における売上高は2,991百万円（前年同期比18.0％

増）となりました。 

② デジタル＊４
 

 デジタル分野では、新商材投入の端境期にあたり、大型キャンペーンの受注が不足し、また新たな大型デ

ジタル案件の獲得には至らなかったものの、既存クライアントに対する需要を深耕すべく、各事業所単位で

継続的な営業活動を行った結果、当中間期における売上高は1,038百万円（前年同期比16.4％増）となりま

した。 

  

③ 金融＊５ 

 金融分野では、流通との提携クレジットカードの発行が依然活発でありますが、当中間期においては大型

キャンペーンの受注が不足し、関東圏の金融分野の売上高が伸び悩んだものの、全国事業所において需要を

深耕すべく営業活動を行い、前年同期と比較し全国の金融分野の売上高が倍増した結果、当中間期における

売上高は650百万円（前年同期比21.3％増）となりました。 

④ 新規＊６
 

 新規分野では、消費財メーカーからの需要が堅調に推移した結果、当中間期における売上高は186百万円

（前年同期比15.3％増）となりました。 

（注） 

＊１：東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬及び新潟を指します。 

＊２：上記＊１以外の地域すべてを指します。 

＊３：移動体通信顧客群（キャリア、代理店など）を示します。 

＊４：ＰＣ、デジタル家電メーカー（プリンター、DVD、デジタルカメラ、セキュリティソフトなど）及び回線（ブロードバン

ド、光通信）プロバイダーを示します。 

＊５：銀行・クレジットカード会社などの金融サービス業界を示します。 

＊６：上記*3、*4、*5以外の一般消費財メーカー、アパレル、コールセンター等を示します。 

Ｂ．所在地別セグメントの業績 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な存外支店がないため、記載しておりません。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して

35百万円減少となり、11億91百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、当中間連結会計期間は58百万円（前中間連結会計期間比48.7％減）となりまし

た。主な要因は、売上債権の回収によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は、当中間連結会計期間は30百万円（前中間連結会計期間比21.7％増）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得による支出16百万円と無形固定資産の取得による支出７百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果支出した資金は、当中間連結会計期間は62百万円（前中間連結会計期間比25.2％減）となりまし

た。主な要因は、配当金の支払による支出86百万円と株式発行による収入23百万円であります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当企業集団が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載に馴

染まないため、当該記載を省略しております。 

(2) 受注実績 

 当企業集団が行うアウトソーシング事業及び人材派遣事業は、長期継続受注のものと短期単発受注のものが混在

していることから、受注実績を正確に把握することが困難であるため、当該記載を省略しております。 

(3) 販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当企業集団が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありませ

ん。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

アウトソーシング事業 3,994,674 113.3 

人材派遣事業 871,256 145.2 

合計 4,865,931 117.9 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ＫＤＤＩ㈱ 1,184,823 28.7 1,461,203 30.0 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 590,524 

計 590,524 

種類 
中間会計期間末現在発行数 

（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 148,515.0 148,515.0 
㈱ジャスダック 

証券取引所 
－ 

計 148,515.0 148,515.0 － － 



(2) 【新株予約権等の状況】 

  新株予約権 

 （注）１ 新株予約権発行日（以下「発行日」という。）後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式

により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点

で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

２ 発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「払

込金額」という。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

発行日後に時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権及び商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）施行前の商法第280条ノ19第１項の規定による新株引受権及び新株引受権付社債の新株引受権の行使

により新株式を発行する場合を除く）または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとします。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金の調整を行います。 

株主総会の特別決議日（平成17年６月28日） 

  
中間会計期間末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,127 1,119 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,127（注）１ 1,119（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 197,114（注）２ 同左（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月29日～ 

平成27年６月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  197,114（注）２ 

資本組入額  98,557 

発行価格  同左（注）２ 

資本組入額 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者

は、権利行使時においても、当

社または当社子会社の取締役、

監査役または従業員の地位にあ

ることを要する。 

 新株予約権の割当を受けた者

の相続人はその新株予約権を行

使することができない。 

 その他の条件は、本総会及び

新株予約権発行の取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権の

割当を受けた者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」で

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
当社取締役会の承認を要するも

のとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ───── ───── 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割（または併合）の比率 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 （注）１ 新株予約権発行日（以下「発行日」という。）後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式

により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点

で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

なお、平成18年１月20日付で、１株につき４株の割合をもって分割しているため、上記調整式により調整さ

れております。 

２ 発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「払

込金額」という。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

発行日後に時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権及び商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）施行前の商法第280条ノ19第１項の規定による新株引受権及び新株引受権付社債の新株引受権の行使

により新株式を発行する場合を除く）または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとします。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金の調整を行います。 

なお、平成18年１月20日付で、１株につき４株の割合をもって分割しているため、発行価額は85,000円に調

整されております。 

株主総会の特別決議日（平成16年６月15日） 

  
中間会計期間末現在 

（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 198 197 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 792（注）１ 788（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 85,000（注）２ 同左（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月16日～ 

平成26年６月15日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  85,000（注）２ 

資本組入額 42,500 

発行価格  同左（注）２ 

資本組入額 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者

は、権利行使時においても、当

社または当社子会社の取締役、

監査役または従業員の地位にあ

ることを要する。 

 新株予約権の割当を受けた者

の相続人はその新株予約権を行

使することができない。 

 その他の条件は、本総会及び

新株予約権発行の取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権の

割当を受けた者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」で

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
当社取締役会の承認を要するも

のとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ─────  ───── 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割（または併合）の比率 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



 （注）１ 新株予約権発行日（以下「発行日」という。）後に、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式

により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点

で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

なお、平成15年12月19日付で、１株につき４株の割合をもって分割しているため、上記調整式により調整さ

れております。 

また、平成16年５月20日付で、１株につき２株の割合をもって分割しているため、上記調整式により調整さ

れております。 

さらに、平成18年１月20日付で、１株につき４株の割合をもって分割しているため、上記調整式により調整

されております。 

２ 発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額（以下「払

込金額」という。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

発行日後に時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権及び商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第

128号）施行前の商法第280条ノ19第１項の規定による新株引受権及び新株引受権付社債の新株引受権の行使

により新株式を発行する場合を除く）または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

株主総会の特別決議日（平成14年６月26日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 3 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 96（注）１ 同左（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 5,157（注）２ 同左（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月27日～ 

平成24年６月26日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   5,157（注）２ 

資本組入額  2,579 

発行価格  同左（注）２ 

資本組入額 同左 

新株予約権の行使の条件 

 新株予約権の割当を受けた者

は、権利行使時においても、当

社または当社子会社の取締役、

監査役または従業員の地位にあ

ることを要する。 

 新株予約権の割当を受けた者

の相続人はその新株予約権を行

使することができない。 

 その他の条件は、本総会及び

新株予約権発行の取締役会決議

に基づき、当社と新株予約権の

割当を受けた者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」で

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
当社取締役会の承認を要するも

のとする。 
同左 

代用払込みに関する事項 ─────  ───── 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割（または併合）の比率 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を

控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとします。 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金の調整を行います。 

なお、平成15年12月19日付で、１株につき４株の割合をもって分割しているため、発行価格は41,250円に調

整されております。 

また、平成16年５月20日付で、１株につき２株の割合をもって分割しているため、発行価格は20,625円に調

整されております。 

さらに、平成18年１月20日付で、１株につき４株の割合をもって分割しているため、発行価格は5,157円に

調整されております。 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１．自己株式の消却による減少であります。 

    ２．新株予約権の行使による増加であります。 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高
（株） 

資本金増減
額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金
増減額（千
円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年８月31日(注)１ △0.56 148,239 ― 395,240 ― 422,766 

平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日(注)２ 
276 148,515 11,730 406,970 11,730 434,496 



(4) 【大株主の状況】 

 （注）１ 当社は、アトランティス・インベストメント・マネージメント・リミテッドから平成14年２月７日付で提出

された大量保有報告書により、同社が当社の株式を329株（株式分割前）保有している旨の報告を受けてお

りますが、平成18年９月30日現在における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含め

ておりません。 

    ２ 当社は、自己株式6,560株を保有しておりますが、当該自己株式には議決権がないため、上記の大株主から

除いております。 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

西岡 雄彦 埼玉県北本市 23,800 16.0 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11 13,471 9.1 

有限会社ビバリーヒルズ 
埼玉県北本市宮内５－115－１ 

 アトレ北本116 
10,048 6.8 

ビーエヌピーパリバセキュリティー

ズサービスロンドンジャスデックユ

ーケーレジィデンツ 

 常任代理人 香港上海銀行東京支店 

東京都中央区日本橋３丁目11番１号 7,400 5.0 

西岡 由佳 埼玉県北本市 4,800 3.2 

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11-３ 4,289 2.9 

日興シティ 

信託銀行株式会社（投信口） 
東京都品川区東品川２－３－14 3,516 2.4 

指定有価証券信託受託者エス・ジー 

信託銀行株式会社 
東京都港区赤坂１丁目12-32 3,500 2.4 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１町目２-10 2,584 1.7 

資産管理サービス信託銀行株式会社 

（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８-12 

晴海アイランドトリトンスクエア 

オフィス タワーＺ棟 

2,485 1.6 

計 ― 75,893 51.1 



(5) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１ 「完全議決権株式（自己株式等）」欄は全て当社保有の自己株式であります。 

２ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が740株含まれておりま

す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数740個が含まれておりま

す。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      6,560 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式    141,955 141,955 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 148,515 － － 

総株主の議決権 － 141,955 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

株式会社バックスグループ 
東京都渋谷区恵比寿

一丁目19番19号 
6,560 ― 6,560 4.4 

計 － 6,560 ― 6,560 4.4 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 223,000 203,000 189,000 178,000 148,000 131,000 

最低（円） 164,000 138,000 121,000 107,000 116,000 74,200 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
  

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     1,082,868 1,191,357   1,226,586 

２ 受取手形及び売掛
金 

※２   914,514 1,095,698   1,211,778 

３ 繰延税金資産     14,544 28,594   25,103 

４ その他     46,637 58,450   32,448 

貸倒引当金     △977 △1,336   △982 

流動資産合計     2,057,588 88.0 2,372,764 87.6   2,494,933 88.2

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築物   45,323   37,397 41,347   

(2）工具器具備品   24,783 70,107 32,684 70,082 22,731 64,078 

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア   50,484   68,224 74,129   

(2）その他   3,238 53,723 3,238 71,463 3,238 77,368 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   －   30,000 30,000   

(2）敷金及び保証金   157,100   164,943 162,898   

(3）その他   389 157,489 177 195,120 283 193,182 

固定資産合計     281,320 12.0 336,665 12.4   334,628 11.8

資産合計     2,338,909 100.0 2,709,430 100.0   2,829,562 100.0 

            

 



    
  

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

  
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛
金 

    2,504 35,803   46,012 

２ 短期借入金     8,700 －   － 

３ 未払法人税等     110,159 76,450   192,129 

４ 未払消費税等     81,949 75,150   137,987 

５ 未払費用      491,630 559,379   604,733 

６ 賞与引当金     － 38,315   － 

７ その他      157,115 197,610   142,957 

流動負債合計     852,059 36.4 982,710 36.3   1,123,821 39.7

負債合計     852,059 36.4 982,710 36.3   1,123,821 39.7

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     394,579 16.9 － －   395,240 14.0

Ⅱ 資本剰余金     420,559 18.0 － －   421,219 14.9

Ⅲ 利益剰余金     713,719 30.5 － －   931,290 32.9

Ⅳ 自己株式     △42,008 △1.8 － －   △42,008 △1.5

資本合計     1,486,849 63.6 － －   1,705,741 60.3

負債・資本合計     2,338,909 100.0 － －   2,829,562 100.0 

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本            

 １ 資本金      － － 406,970 15.0   － －

 ２ 資本剰余金     － － 432,958 16.0   － －

 ３ 利益剰余金        － － 928,961 34.3   － －

 ４ 自己株式        － － △42,169 △1.6   － －

  株主資本合計     － － 1,726,720 63.7   － －

  純資産合計     － － 1,726,720 63.7   － －

  負債純資産合計     － － 2,709,430 100.0   － －

            



②【中間連結損益計算書】 

    

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     4,125,624 100.0 4,865,931 100.0   8,963,331 100.0 

Ⅱ 売上原価     3,069,497 74.4 3,718,230 76.4   6,680,170 74.5

売上総利益     1,056,127 25.6 1,147,700 23.6   2,283,161 25.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   786,370 19.1 997,987 20.5   1,645,501 18.4

営業利益     269,756 6.5 149,712 3.1   637,660 7.1

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   4   62 7   

２ 受取手数料   903   126 1,088   

３ 消費税納付差額   163   16 802   

４ 未払配当金戻入   －   108 －   

５ その他   268 1,339 0.0 3 318 0.0 189 2,089 0.0

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   218   115 218   

２ コミットメントラ
イン設定手数料 

  895   842 1,793   

３ その他   175 1,289 0.0 99 1,057 0.0 487 2,500 0.0

経常利益     269,807 6.5 148,973 3.1   637,249 7.1

Ⅵ 特別利益           

１ 貸倒引当金戻入益   96   － 91   

２ 投資有価証券売却
益 

  － 96 0.0 72 72 0.0 － 91 0.0

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※２ 58   815 198   

２ 原状回復費用   －   － 360   

３ 前期損益修正損 ※３ 6,873 6,931 0.1 － 815 0.1 6,873 7,431 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    262,971 6.4 148,229 3.0   629,908 7.0

法人税、住民税及
び事業税 

  100,848   65,500 260,772   

法人税等調整額   7,924 108,773 2.7 △3,491 62,008 1.2 △2,633 258,139 2.9

中間(当期)純利益     154,198 3.7 86,220 1.8   371,769 4.1

            



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

    

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     419,652 419,652

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１ 新株予約権等の行使
による新株の発行 

  907 907 1,567 1,567

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

    420,559 421,219

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     630,054 630,054

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間（当期）純利益   154,198 154,198 371,769 371,769

Ⅲ 利益剰余金減少高     

配当金   70,534 70,534 70,534 70,534

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

    713,719 931,290

      

  
株主資本 

純資産合計 
資本金 資本剰余金  利益剰余金  自己株式 株主資本合計 

 平成18年３月31日 残高（千円） 395,240 421,219 931,290 △42,008 1,705,741 1,705,741

 中間連結会計期間中の変動額         

 新株の発行 11,730 11,730   23,460 23,460

 剰余金の配当（注）    △88,549  △88,549 △88,549

 中間純利益    86,220  86,220 86,220

 自己株式の取得     △165 △165 △165

 自己株式の処分   9  4 13 13

 中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
11,730 11,739 △2,329 △161 20,979 20,979

 平成18年９月30日 残高（千円） 406,970 432,958 928,961 △42,169 1,726,720 1,726,720



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

  
  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

  
  

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約連

結キャッシュ・フロー計

算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税金等調整前中間（当期）純利益   262,971 148,229 629,908 

減価償却費   18,937 22,048 41,889 

貸倒引当金の増減額（△は減少）    △96 354 △91 

賞与引当金の増加額   － 38,315 － 

受取利息及び受取配当金   △5 △63 △8 

支払利息   218 115 218 

固定資産除却損   58 815 198 

売上債権の増減額（△は増加）   △38,511 116,079 △335,775 

仕入債務の増減額（△は減少）   △500 △10,208 43,007 

未払消費税等の増減額（△は減少）   △24,166 △62,836 31,870 

未払費用の増減額（△は減少）   9,286 △45,354 122,389 

その他   17,269 21,968 12,760 

小計   245,461 229,463 546,368 

利息及び配当金の受取額    5 63 8 

利息の支払額    △218 △115 △218 

法人税等の支払額    △131,854 △171,203 △204,113 

営業活動によるキャッシュ・フロー   113,393 58,208 342,045 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出   △7,394 △16,926 △16,560 

無形固定資産の取得による支出   △5,399 △7,348 △36,978 

投資有価証券の取得による支出   － △4,230 △30,000 

敷金及び保証金の差入による支出   △12,628 △2,044 △20,309 

敷金及び保証金の戻入による収入   300 － 1,922 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △25,122 △30,549 △101,926 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出   △16,600 － △25,300 

株式の発行による収入   1,815 23,460 3,135 

配当金の支払額   △69,257 △86,195 △70,006 

自己株式取得・売却による収支   － △151 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △84,042 △62,887 △92,171 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少）   4,229 △35,228 147,947 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   1,078,639 1,226,586 1,078,639 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※１ 1,082,868 1,191,357 1,226,586 

        



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

  

  

(1）連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

株式会社ギガジャパン 

株式会社スマート 

(1）連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

株式会社ギガジャパン 

株式会社スマート 

(1）連結子会社の数 ２社 

連結子会社名 

 株式会社ギガジャパン 

株式会社スマート 

  

  

(2）主要な非連結子会社の名称等 

 非連結子会社はありません。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 該当事項はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は中間

連結決算日と同一であります。 

同左  連結子会社の決算日は連結決算

日と同一であります。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

  

  

  

  

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

  

  

時価のないもの 

 移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  

  

② デリバティブ 

 時価法 

 ただし、特例処理の要件を

満たす金利スワップ取引につ

いては、時価評価せず、その

金銭の受払の純額を金利交換

の対象となる負債に係る利息

に加減して処理しておりま

す。 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

  

  

  

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 ３年～15年 

工具器具備品  ３年～10年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 ３年～15年 

工具器具備品  ３年～15年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。  

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 ３年～15年 

工具器具備品 ３年～10年 

  

  

② 無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見込

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しておりま

す。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

  

  

③ 長期前払費用（投資その他

の資産「その他」） 

 定額法を採用しておりま

す。 

  

③ 長期前払費用（投資その他

の資産「その他」） 

 同左 

  

③ 長期前払費用（投資その他

の資産「その他」） 

同左 

  

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

  

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率（ただし、法

人税法の定める法定繰入率が

貸倒実績率を上回る場合には

法定繰入率）により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  

  

  

② 賞与引当金 

───── 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額を計上しております。 

（追加情報） 

 平成18年４月１日以降開始

する連結会計年度から、当社

及び連結子会社の従業員の給

与規定が一部改定されたこと

に伴い、賞与支給制度が開始

されたことから、当中間連結

会計期間末において賞与引当

金を計上しております。 

② 賞与引当金 

───── 

  

  

(4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  

  

  

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ 

 なお、金利スワップ取引に

ついては特例処理の要件を満

たしているため、特例処理を

適用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

───── 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ 

 なお、金利スワップ取引に

ついては特例処理の要件を満

たしているため、特例処理を

適用しております。 

  

  

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

１）ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

１）ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

  

  

２）ヘッジ対象 

 借入金利息 

 ２）ヘッジ対象 

 借入金利息 

  

  

③ ヘッジ方針 

 将来の金利変動によるリス

ク回避を目的として、ヘッジ

取引を行っております。 

 ③ ヘッジ方針 

 将来の金利変動によるリス

ク回避を目的として、ヘッジ

取引を行っております。 

  

  

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引について

は、金利スワップの特例処理

の要件に該当するため、その

判定をもって有効性の判定に

代えております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引について

は、金利スワップの特例処理

の要件に該当するため、その

判定をもって有効性の判定に

代えております。 

  (6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  

  

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜

方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適

用しております。従来の資本の部の合計に

相当する金額は1,726,720千円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、

中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成して

おります。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 



表示方法の変更  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

──────  （中間連結損益計算書） 

 「未払配当金戻入」は、前中間連結会計期間まで営業外

収益の「その他」に含めて表示していましたが、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「未払配当金戻入」

の金額は113千円であります。  



（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

66,670千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

90,522千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、

79,648千円であります。 

※２．     ───── ※２．中間連結会計期間末日満期手形 ※２．     ───── 

   中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高に含ま

れております。 

  

  受取手形 7,962千円   

３．貸出コミットメントライン契約 ３．貸出コミットメントライン契約 ３．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、資金調達の機動性及び安定性

の確保を目的として取引銀行２行と貸出

コミットメントライン契約を締結してお

ります。 

 当中間連結会計期間末における貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行残

高等は次のとおりであります。 

       同左  当社は、資金調達の機動性及び安定性

の確保を目的として取引銀行２行と貸出

コミットメントライン契約を締結してお

ります。 

 当連結会計年度末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

貸出コミットメント

ラインの総額 
600,000千円

借入実行残高 － 

差引額 600,000千円

  貸出コミットメント

ラインの総額 
   600,000千円

借入実行残高 － 

差引額 600,000千円

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 35,912千円

従業員給与 250,263 

地代家賃 85,856 

役員報酬 41,262千円

従業員給与      276,821 

賞与引当金繰入額 38,315 

求人費 108,748 

地代家賃 106,079 

貸倒引当金繰入額 354 

役員報酬 77,175千円

従業員給与 524,007 

求人費 188,783 

地代家賃 182,697 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 6千円

工具器具備品 52 

合計 58千円

工具器具備品 34千円

ソフトウェア 780 

合計 815千円

建物及び構築物 6千円

ソフトウェア 97 

固定資産除却費用 95 

合計 198千円

※３．平成16年10月基幹システムの導入によ

り生じた残業代誤算によるスタッフへの

追加給与支払い分等であります。 

※３．     ───── ※３．平成16年10月基幹システムの導入によ

り生じた残業代誤算によるスタッフへの

追加給与支払い分等であります。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

  当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) １．当中間連結会計期間の発行済株式の増加276株は、新株予約権の行使による増加であります。 

   ２．当中間連結会計期間の発行済株式の減少０株は、株式の消却による減少であります。 

   ３．当中間連結会計期間の自己株式の増加０株は、端株の買取による増加であります。 

   ４．当中間連結会計期間の自己株式の減少０株は、端株の買増請求による売渡０株、自己株式の消却０株に 

     よる減少であります。 

２．配当に関する事項 

(１) 配当金支払額 

 (２) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの 

    該当事項はありません。 

  
  前連結会計年度末 

  株式数（株） 

  当中間連結会計期間 

  増加株式数（株） 

  当中間連結会計期間 

  減少株式数（株） 

 当中間連結会計期間末 

 株式数（株） 

発行済株式      

 普通株式（注）１、２ 148,239 276 0 148,515

    合計 148,239 276 0 148,515

 自己株式      

 普通株式（注）３、４ 6,559 0 0 6,560

    合計 6,559 0 0 6,560

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 88,549 625 平成18年３月31日  平成18年６月27日



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び預金勘定 1,082,868千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等 
－  

現金及び現金同等物 1,082,868千円

現金及び預金勘定 1,191,357千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等 
－  

現金及び現金同等物 1,191,357千円

現金及び預金勘定 1,226,586千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金等 
－  

現金及び現金同等物 1,226,586千円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）     ───── (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

   

  

取得価額 

相当額 

（千円） 

 

減価償却

累計額 

相当額 

（千円） 

 

中間期末

残高 

相当額 

（千円） 

ソフト 

ウェア 
 6,000  5,000  1,000 

 

   

  

取得価額 

相当額 

（千円） 

 

減価償却

累計額 

相当額 

（千円） 

 

  

期末残高

相当額 

（千円）

ソフト 

ウェア 
 6,000  5,600  400 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）     ───── (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,052千円

１年超 － 

合計 1,052千円

 １年内 423千円

１年超 － 

合計 423千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 639千円

減価償却費相当額 600 

支払利息相当額 17 

支払リース料 426千円

減価償却費相当額 400 

支払利息相当額 2 

支払リース料 1,278千円

減価償却費相当額 1,200 

支払利息相当額 27 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については利息法によっておりま

す。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）及び前連結会計年度末（平成18年３月31日）において、デリバティ

ブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、また、当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）においてはデ

リバティブ取引は行っていないため、記載を省略しております。 

 
中間連結貸借対照表計上額 

 （千円） 

(1）その他有価証券  

 非上場株式 30,000 

 
連結貸借対照表計上額 

 （千円） 

(1）その他有価証券  

 非上場株式 30,000 



（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社役員８名、当社従業員144名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 1,178株 

 付与日 平成18年４月26日 

 権利確定条件 

 １．権利行使時において、当社または当社子会社の取締 

  役、監査役または従業員の地位にあること。 

２．新株予約権の割当を受けた者の相続人はその新株予 

  約権を行使することはできない。 

 対象勤務期間  該当事項はありません。 

 権利行使期間  平成19年６月29日～平成27年６月28日 

 権利行使価格（円） 197,114 

 付与日における公正な評価単価（円） － 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、役務の種類・性質を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業 

(1）アウトソーシング事業………フィールドスタッフ業務、ラウンダー業務 

(2）人材派遣事業…………………労働者派遣業務、人材紹介業務 

 
アウトソーシ
ング事業 
（千円） 

人材派遣事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,525,393 600,231 4,125,624 － 4,125,624 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
10,143 73 10,216 (10,216) － 

計 3,535,536 600,304 4,135,841 (10,216) 4,125,624 

営業費用 3,225,777 581,904 3,807,682 48,185 3,855,867 

営業利益 309,759 18,399 328,159 (58,402) 269,756 

 
アウトソーシ
ング事業 
（千円） 

人材派遣事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,994,674 871,256 4,865,931 － 4,865,931 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
8,670 0 8,670 (8,670) － 

計 4,003,344 871,256 4,874,601 (8,670) 4,865,931 

営業費用 3,812,612 830,787 4,643,399 72,819 4,716,218 

営業利益 190,732 40,469 231,201 (81,489) 149,712 

 
アウトソーシ
ング事業 
（千円） 

人材派遣事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 7,631,990 1,331,341 8,963,331 － 8,963,331 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
19,021 73 19,095 (19,095) － 

計 7,651,011 1,331,415 8,982,426 (19,095) 8,963,331 

営業費用 6,982,380 1,236,830 8,219,211 106,460 8,325,671 

営業利益 668,631 94,584 763,215 (125,555) 637,660 



３．前中間連結会計期間における営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

58,402千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

当中間連結会計期間における営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

81,489千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

前連結会計年度における営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は

125,555千円であり、その主なものは、親会社の管理部門に係る費用であります。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）において、本邦以

外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）において、海外売

上高がないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 42,053円72銭

１株当たり中間純利

益金額 
4,366円79銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

4,348円91銭

１株当たり純資産額 12,163円86銭

１株当たり中間純利

益金額 
608円19銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

605円89銭

１株当たり純資産額 12,039円41銭

１株当たり当期純利

益金額 
2,629円67銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

2,616円09銭

   当社は、平成18年１月20日付をも

って普通株式１株を４株の割合で株

式分割を行っております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間連結会計期間における

１株当たり情報は以下のとおりとな

ります。 

 当社は、平成18年１月20日付をも

って普通株式１株を４株の割合で株

式分割を行っております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前連結会計年度における１株

当たり情報は以下のとおりとなりま

す。 

   （前中間連結会計期間） 

１株当たり純資産額 10,513円43銭

１株当たり中間純利

益金額 
1,091円70銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

1,087円23銭

 （前連結会計年度） 

１株当たり純資産額 9,933円73銭

１株当たり当期純利

益金額 
1,998円58銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

1,835円27銭

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 154,198 86,220 371,769 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
154,198 86,220 371,769 

普通株式の期中平均株式数（株） 35,311 141,767 141,374 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 145 536 733 

（うち新株予約権（株）） (145) (536) (733) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── 新株予約権１種類（平

成17年６月27日株主総

会特別決議、新株予約

権の数1,127個）であ

り、これらの詳細につ

いては、第４ 提出会

社の状況 １ 株式等の

状況（2）新株予約権

等の状況に記載のとお

りであります。 

────── 



（重要な後発事象） 

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 平成17年11月９日開催の当社取締

役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行いたしま

す。 

１．株式分割（無償交付）の目的 

 投資家の皆様により投資しやす

い環境を整えるため、株式分割を

実施し、当社１株当たり投資金額

の引下げと株式の流動性を高める

ことを目的とするものでありま

す。 

２．平成18年１月20日付で普通株式

１株につき４株に分割いたしま

す。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式   110,987.67株 

(2) 分割方法 

平成17年11月30日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載され

た株主の所有株式数を、１株に

つき４株の割合をもって分割い

たします。 

(3) 配当起算日 

平成17年10月１日 

３．１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間連結会

計期間及び前連結会計年度におけ

る１株当たり情報並びに当期首に

行われたと仮定した場合の当中間

連結会計期間における１株当たり

情報は、それぞれ以下のとおりと

なります。 

前中間連結会

計期間 

当中間連結会

計期間 

前連結会計年

度  

１株当たり純

資産額 

9,537円63銭 

１株当たり純

資産額 

10,513円43銭 

１株当たり純

資産額 

9,933円73銭 

１株当たり中

間純利益金額 

1,014円34銭 

１株当たり中

間純利益金額 

1,091円70銭 

１株当たり当

期純利益金額 

1,998円58銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

869円78銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

1,087円23銭 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

1,835円27銭 

 平成18年10月11日開催の当社取締役

会決議により、会社法第165条第３項

の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式

を取得することを決議し、以下のとお

り実施いたしました。 

１. 自己株式の取得に関する取締役会

  の決議の内容 

（１）自己株式の取得を行う理由 

    経営環境の変化に対応した機

    動的な資本政策を図るため、

    自己株式を取得するものであ

    ります。 

（２） 取得する株式の種類  

   当社普通株式 

（３） 取得する株式の総数 

   3,000株を上限とする。 

   （発行済株式総数に占める割合

   2.01％）   

（４） 株式の取得価額の総額  

   300,000,000円を上限とする。 

（５） 取得する期間 

   平成18年10月12日から平成19年

   3月30日まで 

２．取得の方法 

  市場買付による 

３．取得日 

  平成18年10月12日から平成18年10

  月26日まで 

４．取得した株式の種類及び数  

  普通株式 3,000株 

５．取得価額 

  156,117千円 
  

 平成17年６月28日開催の当社第16回

定時株主総会での承認に基づき、平成

18年４月25日開催の当社取締役会にお

いてストックオプションの目的で新株

予約権を発行することを決議いたしま

した。 

１．新株予約権の発行日 

  平成18年４月26日 

２．新株予約権の数(個) 

  1,178個 

３．新株予約権の目的となる株式の種

  類   

  普通株式 

４．新株予約権の目的となる株式の数

  (株)   

  1,178株 

５．新株予約権の発行価額 

  無償 

６．新株予約権の行使時の払込金額 

  197,114円 

７．新株予約権の行使の条件 

  ①新株予約権の割当を受けた者は、

  権利行使時においても、当社また

  は当社子会社の取締役、監査役ま

  たは従業員の地位にあることを要

  する。 

 ②予約権の割当を受けた者の相続人

  はその新株予約権を行使すること

  ができない。 

８．新株予約権の譲渡に関する事項 

  本新株予約権の譲渡については当

  社の取締役会の承認を要するもの

  とする。 
  



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   832,646   883,982 936,058   

２ 受取手形 ※２ 20,864   32,474 28,256   

３ 売掛金   734,828   844,305 1,021,970   

４ 前払費用   36,608   43,690 25,530   

５ 繰延税金資産   11,888   23,974 21,083   

６ その他   17,153   29,132 19,527   

流動資産合計     1,653,991 84.2 1,857,560 83.5   2,052,426 84.9

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物   43,191   35,383 39,038   

(2）工具器具備品   24,135   32,195 22,138   

   計     67,327 67,579   61,176 

２ 無形固定資産           

(1）ソフトウェア   47,705   66,285 71,770   

(2）その他   2,126   2,126 2,126   

   計     49,832 68,412   73,897 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   －   30,000 30,000   

(2）関係会社株式   36,670   36,670 36,670   

(3）敷金及び保証金   157,080   164,153 162,108   

(4）その他   389   177 283   

   計     194,139 231,000   229,062 

固定資産合計     311,299 15.8 366,991 16.5   364,135 15.1

資産合計     1,965,290 100.0 2,224,552 100.0   2,416,562 100.0 

          

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   2,790   35,325 60,679   

２ 短期借入金   8,700   － －   

３ 未払金   75,788   66,708 59,752   

４ 未払費用   389,104   423,431 494,395   

５ 未払法人税等   87,410   56,496 161,432   

６ 未払消費税等 ※５ 62,039   50,870 115,758   

７ 預り金   55,787   89,845 58,713   

８ 賞与引当金   －   33,242 －   

９ その他   3,125   4,705 2,350   

流動負債合計     684,746 34.8 760,626 34.2   953,083 39.4

負債合計     684,746 34.8 760,626 34.2   953,083 39.4

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     394,579 20.1 － －   395,240 16.4

Ⅱ 資本剰余金           

 資本準備金   422,106   － 422,766   

 資本剰余金合計     422,106 21.5 － －   422,766 17.5

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   8,200   － 8,200   

２ 中間（当期）未処
分利益 

  497,666   － 679,281   

 利益剰余金合計     505,866 25.7 － －   687,481 28.4

Ⅴ 自己株式     △42,008 △2.1 － －   △42,008 △1.7

資本合計     1,280,544 65.2 － －   1,463,479 60.6

負債・資本合計     1,965,290 100.0 － －   2,416,562 100.0 

                  

（純資産の部）                  

 Ⅰ 株主資本                 

１ 資本金      － － 406,970 18.3   － － 

２ 資本剰余金                  

 (1)資本準備金   －     434,496   －     

 (2)その他資本 
  剰余金 

  －     9   －     

 資本剰余金合計     － － 434,505 19.5   － － 

３ 利益剰余金                  

 (1)利益準備金   －     8,200   －     

 (2)その他利益 
  剰余金 

                

  繰越利益剰余金   －     656,419   －     

 利益剰余金合計     － － 664,619 29.9   － － 

４ 自己株式      － － △42,169 △1.9   － － 

 株主資本合計     － － 1,463,925 65.8   － － 

 純資産合計     － － 1,463,925 65.8   － － 

 負債純資産合計     － － 2,224,552 100.0   － － 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     3,290,454 100.0 3,882,692 100.0   7,294,737 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,394,990 72.8 2,908,255 74.9   5,332,303 73.1

売上総利益     895,464 27.2 974,437 25.1   1,962,434 26.9

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

    685,634 20.8 874,439 22.5   1,448,042 19.9

営業利益     209,829 6.4 99,998 2.6   514,391 7.0

Ⅳ 営業外収益 ※１   11,352 0.3 10,281 0.2   12,003 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２   1,240 0.0 986 0.0   2,378 0.0

経常利益     219,942 6.7 109,292 2.8   524,017 7.2

Ⅵ 特別利益     － － 72 0.0   － －

Ⅶ 特別損失 ※３   7,893 0.2 815 0.0   8,386 0.2

税引前中間（当
期）純利益 

    212,048 6.5 108,548 2.8   515,630 7.0

法人税、住民税及
び事業税 

  78,318   45,752 209,480   

法人税等調整額   6,646 84,965 2.6 △2,891 42,860 1.1 △2,548 206,932 2.8

中間（当期）純利
益 

    127,083 3.9 65,687 1.7   308,698 4.2

前期繰越利益     370,582 －   370,582 

中間（当期）未処
分利益 

    497,666 －   679,281 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

    当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本 

純資産 

合計 資本金  

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 
資本準備

金  

その他資本

剰余金 

資本剰余金

合計 
利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益 

剰余金 

平成18年３

月31日 残

高（千円） 395,240 422,766 － 422,766 8,200 679,281 687,481 △42,008 1,463,479 1,463,479 

中間会計期

間中の変動

額           

 新株の 

 発行 11,730 11,730   11,730         23,460 23,460 

 剰余金の 

 配当(注)           △88,549 △88,549   △88,549 △88,549 

 中間純 

 利益           65,687 65,687   65,687 65,687 

 自己株式 

 の取得               △165 △165 △165 

 自己株式 

 の処分     9 9       4 13 13 

中間会計期

間中の変動

額合計 

（千円） 11,730 11,730 9 11,739 － △22,861 △22,861 △161 446 446 

平成18年９

月30日 残

高（千円） 406,970 434,496 9 434,505 8,200 656,419 664,619 △42,169 1,463,925 1,463,925 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

  

(1）有価証券 

① 子会社株式 

 移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

  

  

  

② その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  

  

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  

  

(2）デリバティブ 

 時価法 

 ただし、特例処理の要件を満

たす金利スワップ取引について

は、時価評価せず、その金銭の

受払の純額を金利交換の対象と

なる負債に係る利息に加減して

処理しております。 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建    物  ３年～15年 

工具器具備品  ３年～10年 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建    物  ３年～15年 

工具器具備品  ３年～15年 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建    物  ３年～15年 

工具器具備品  ３年～10年 

  

  

(2）無形固定資産 

 自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額

法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  

  

(3）長期前払費用（投資その他の

資産「その他」） 

 定額法を採用しております 

(3）長期前払費用（投資その他の

資産「その他」） 

同左 

(3）長期前払費用（投資その他の

資産「その他」） 

同左 

３ 引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  

  

(2）賞与引当金 

───── 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給

見込額を計上しております。 

（追加情報） 

 平成18年４月１日以降開始

する事業年度から、当社の従

業員の給与規定が一部改定さ

れたことに伴い、賞与支給制

度が開始されたことから、当

中間会計期間末において賞与

引当金を計上しております。 

(2）賞与引当金 

───── 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法 

  

(1）ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ 

 なお、金利スワップ取引につ

いては特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を適用し

ております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

───── 

(1）ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ 

 なお、金利スワップ取引につ

いては特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を適用し

ております。 

  

  

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 金利スワップ

取引 

② ヘッジ対象 借入金利息 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 金利スワップ

取引 

② ヘッジ対象 借入金利息 

  

  

(3）ヘッジ方針 

 将来の金利変動によるリスク

回避を目的として、ヘッジ取引

を行っております。 

 (3）ヘッジ方針 

 将来の金利変動によるリスク

回避を目的として、ヘッジ取引

を行っております。 

  

  

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引について

は、金利スワップの特例処理の

要件に該当するため、その判定

をもって有効性の判定に代えて

おります。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引について

は、金利スワップの特例処理の

要件に該当するため、その判定

をもって有効性の判定に代えて

おります。 

６ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第5号 平成17年12月9日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9日）を適用し

ております。従来の資本の部の合計に相当

する金額は1,463,925千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

61,625千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

84,624千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

74,149千円であります。 

※２．     ───── ※２．中間会計期間末日満期手形 ※２．     ───── 

   中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理をしております。なお、当中間会計期

間の末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期手形が中

間会計期間末残高に含まれております。 

  

  受取手形 7,962千円   

３．保証債務 

 関係会社のリース債務に対し、次の債

務保証を行っております。 

３．     ───── 

  

３．保証債務 

 関係会社のリース債務に対し、次の債

務保証を行っております。 

リース債務  

㈱スマート 1,065千円

 リース債務  

㈱スマート 426千円

４．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、資金調達の機動性及び安定性

の確保を目的として取引銀行２行と貸出

コミットメントライン契約を締結してお

ります。 

 当中間会計期間末における貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

４．貸出コミットメントライン契約 

 同左 

４．貸出コミットメントライン契約 

 当社は、資金調達の機動性及び安定性

の確保を目的として取引銀行２行と貸出

コミットメントライン契約を締結してお

ります。 

 当事業年度末における貸出コミットメ

ントラインに係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

貸出コミットメント

ラインの総額 
600,000千円

借入実行残高 － 

差引額 600,000千円

 貸出コミットメント

ラインの総額 
600,000千円

借入実行残高 － 

差引額 600,000千円

※５．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、未払消費税等として表示してお

ります。 

※５．消費税等の取扱い 

同左 

※５．     ───── 

  



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なものは以下の

とおりであります。 

※１．営業外収益のうち主要なものは以下の

とおりであります。 

※１．営業外収益のうち主要なものは以下の

とおりであります。 

受取配当金 10,001千円 受取配当金 10,001千円 受取配当金 10,001千円

※２．営業外費用のうち主要なものは以下の

とおりであります。 

※２．営業外費用のうち主要なものは以下の

とおりであります。 

※２．営業外費用のうち主要なものは以下の

とおりであります。 

支払利息 218千円

コットメントライン

設定手数料 

895 

支払利息 115千円

コットメントライン

設定手数料 
842 

支払利息 218千円

コットメントライン

設定手数料 
1,793 

※３．特別損失のうち主要なものは以下のと

おりであります。 

※３．特別損失のうち主要なものは以下のと

おりであります。 

※３．特別損失のうち主要なものは以下のと

おりであります。 

前期損益修正損 7,835千円

なお、前期損益修正損は、平成16年10

月基幹システムの導入により生じた残

業代誤算によるスタッフへの追加給与

支払い分であります。 

  

固定資産除却損 815千円

  

前期損益修正損 7,835千円

なお、前期損益修正損は、平成16年10

月基幹システムの導入により生じた残

業代誤算によるスタッフへの追加給与

支払い分であります。 

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 

有形固定資産 11,273千円

無形固定資産 6,767 

有形固定資産 10,662千円

無形固定資産 10,565 

有形固定資産 24,210千円

無形固定資産 15,769 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) １．当中間連結会計期間の自己株式の増加０株は、端株の買取による増加であります。 

    ２．当中間連結会計期間の自己株式の減少０株は、端株の買増請求による売渡０株、自己株式の消却０株 

      による減少であります。 

（リース取引関係） 

 前中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成

18年９月30日）、及び前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）において、該当するものはありま

せん。 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成17年９月30日）、当中間会計期間末（平成18年９月30日）及び前事業年度末（平成18年

３月31日）において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末 

株式数（株） 

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

自己株式         

 普通株式（注）１、２ 6,559 0 0 6,560 

    合計 6,559 0 0 6,560 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 36,218円61銭

１株当たり中間純利

益金額 
3,598円92銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

3,584円19銭

１株当たり純資産額 10,312円60銭

１株当たり中間純利

益金額 
463円35銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

461円60銭

１株当たり純資産額 10,329円48銭

１株当たり当期純利

益金額 
2,183円55銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

2,172円27銭

   当社は、平成18年１月20日付をも

って普通株式１株を４株の割合で株

式分割を行っております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前中間会計期間における１株

当たり情報は以下のとおりとなりま

す。 

 当社は、平成18年１月20日付をも

って普通株式１株を４株の割合で株

式分割を行っております。当該株式

分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当た

り情報は以下のとおりとなります。 

   （前中間会計期間） 

１株当たり純資産額  9,054円65銭

１株当たり中間純利

益金額 
899円73銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

896円05銭

 （前事業年度） 

１株当たり純資産額  8,663円52銭

１株当たり当期純利

益金額 
1,464円37銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

1,344円98銭

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 127,083 65,687 308,698 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
127,083 65,687 308,698 

普通株式の期中平均株式数（株） 35,311 141,767 141,374 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 145 536 733 

（うち新株予約権（株）） (145) (536) (733) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

────── 新株予約権１種類（平

成17年６月27日株主総

会特別決議、新株予約

権の数1,127個）であ

り、これらの詳細につ

いては、第４ 提出会

社の状況 １ 株式等の

状況（2）新株予約権

等の状況に記載のとお

りであります。 

────── 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 平成17年11月９日開催の取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割に

よる新株式を発行いたします。 

１．株式分割（無償交付）の目的 

  投資家の皆様により投資しやすい 

  環境を整えるため、株式分割を実 

  施し、当社１株当たり投資金額の 

  引下げと株式の流動性を高めるこ 

  とを目的とするものであります。 

２．平成18年１月20日付で普通株式１ 

  株につき４株に分割いたします。 

（１） 分割により増加する株式数 

   普通株式 110,987.67株 

（２） 分割方法 

   平成17年11月30日最終の株主名 

   簿及び実質株主名簿に記載され 

   た株主の所有株式数を、１株に 

   つき４株の割合をもって分割い 

   たします。 

（３） 配当起算日 

   平成17年10月１日 

３．１株当たり情報に及ぼす影響 

 当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前

事業年度における１株当たり情報並び

に当期首に行われたと仮定した場合の

当中間会計期間における１株当たり情

報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

前中間会計

期間 

当中間会計

期間 
前事業年度 

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

１株当たり純

資産額 

8,380円35銭 9,054円65銭  8,663円52銭 

１株当たり中

間純利益金額 

１株当たり中

間純利益金額 

１株当たり当

期純利益金額 

751円71銭 899円73銭 1,464円67銭 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額 

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額 

644円58銭 896円05銭 1,344円98銭 

 平成18年10月11日開催の当社取締役

会決議により、会社法第165条第３項

の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式

を取得することを決議し、以下のとお

り実施いたしました。 

１. 自己株式の取得に関する取締役会 

  の決議の内容 

（１）自己株式の取得を行う理由 

    経営環境の変化に対応した機 

    動的な資本政策を図るため、 

    自己株式を取得するものであ 

    ります。 

（２） 取得する株式の種類  

   当社普通株式 

（３） 取得する株式の総数 

   3,000株を上限とする。 

   （発行済株式総数に占める割合 

   2.01％）   

（４） 株式の取得価額の総額  

   300,000,000円を上限とする。 

（５） 取得する期間 

   平成18年10月12日から平成19年 

   3月30日まで 

２．取得の方法 

  市場買付による 

３．取得日 

  平成18年10月12日から平成18年10 

  月26日まで 

４．取得した株式の種類及び数  

  普通株式 3,000株 

５．取得価額 

  156,117千円 

 平成17年６月28日開催の当社第16回

定時株主総会での承認に基づき、平成

18年４月25日開催の当社取締役会にお

いてストックオプションの目的で新株

予約権を発行することを決議いたしま

した。 

１．新株予約権の発行日 

  平成18年４月26日 

２．新株予約権の数(個) 

  1,178個 

３．新株予約権の目的となる株式の種 

  類   

  普通株式 

４．新株予約権の目的となる株式の数 

  (株)   

  1,178株 

５．新株予約権の発行価額 

  無償 

６．新株予約権の行使時の払込金額 

  197,114円 

７．新株予約権の行使の条件 

  ①新株予約権の割当を受けた者は、 

  権利行使時においても、当社また 

  は当社子会社の取締役、監査役ま 

  たは従業員の地位にあることを要 

  する。 

 ②新株予約権の割当を受けた者の相 

  続人はその新株予約権を行使する 

  ことができない。 

８．新株予約権の譲渡に関する事項 

  本新株予約権の譲渡については当 

  社の取締役会の承認を要するもの 

  とする。 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 

  

有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第17期） 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

平成18年６月27日 

関東財務局長に提出。 

(2) 

  

臨時報告書 

  

  

  

  

  

平成18年４月25日 

関東財務局長に提出。 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２に基づく臨時報告書であります。 

(3) 

  

臨時報告書の 

訂正報告書 

  

  

  

  

平成18年４月26日 

関東財務局長に提出。 

平成18年４月25日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

(4) 

  

自己株券 

買付状況報告書 
 報告期間 

自 平成18年10月11日  

至 平成18年10月31日  

平成18年11月14日 

関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書

  平成17年12月９日

株式会社 バックスグループ   

取締役会 御中   

  監査法人 ト ー マ ツ

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 大 髙 俊 幸  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 海老原 一 郎  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社バックスグループの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社バックスグループ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、「独立監査人の中間監査報告書」の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（半期報告書提出会社）が中間連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月18日

株式会社 バックスグループ   

取締役会 御中   

  監査法人 ト ー マ ツ

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 大 髙 俊 幸  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 松 村 浩 司  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社バックスグループの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社バックスグループ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成18年10月11日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議

し、自己株式を取得している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、「独立監査人の中間監査報告書」の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（半期報告書提出会社）が中間連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書

  平成17年12月９日

株式会社 バックスグループ   

取締役会 御中   

  監査法人 ト ー マ ツ

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 大 髙 俊 幸  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 海老原 一 郎  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社バックスグループの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第17期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１

日から平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社バックスグループの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17

年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、「独立監査人の中間監査報告書」の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（半期報告書提出会社）が中間財務諸表に添付する形で別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月18日

株式会社 バックスグループ   

取締役会 御中   

  監査法人 ト ー マ ツ

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 大 髙 俊 幸  ㊞ 

  
指定社員
業務執行社員

公認会計士 松 村 浩 司  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社バックスグループの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第18期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社バックスグループの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18

年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成18年10月11日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議

し、自己株式を取得している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、「独立監査人の中間監査報告書」の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（半期報告書提出会社）が中間財務諸表に添付する形で別途保管しております。 
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